
 

 

 

 

 

令和４年８月２５日 

京 丹 後 市 

 

 市では、男女共同参画社会を実現するため、性別による役割分担意識の解消や長時間労働

等の働き方の見直しによって、地域や家庭へ参画しやすい環境づくりを推進しています。 

 本セミナーは、子育て世代の男性従業員とその経営者を対象に、育児休業を取得するメリ

ットをそれぞれの立場で考え、市民が固定的性別役割分担意識や働き方を見直し、男性が育

児参画や育児休業の取得を考えるきっかけとなることや子育て世代が夫婦で協力しながら

前向きに社会で活躍し続けることを目指すものです。 

 

【期日】①令和４年９月６日（火）１３時３０分～１５時 

    ②令和４年９月２７日（火）１３時３０分～１５時 

 

【会場】オンライン（Zoom） 

 

【内容】①従業員対象 

     ファザーリング・ジャパン関西理事 浅山 貴宏氏によるセミナー 

「生き方・働き方が変わる！男性育休のすすめ～改正育児休業法って知ってい

ますか？」 

    ②経営者・管理職対象 

     まちの人事企画室代表 川渕 一清氏、 

まちの人事企画室労務担当 和田 直樹氏 によるセミナー 

     「企業戦略として考える育休」 

【受付】事前申込必要 

【締切】各セミナー開催日の１週間前 

 

【申込・問い合わせ】 

電話、メール、FAX、HP申込専用フォーム 

京丹後市市民環境部市民課（人権・安全安心係） 

電話：０７７２－６９－０２１０ 

FAX：０７７２－６２－６７１６ 

メール：shimin@city.kyotango.lg.jp 

報道資料 京丹後市男女共同参画セミナー 

～取得のメリットを考える～ 

ママも会社も喜ぶ！男性育休 

mailto:shimin@city.kyotango.lg.jp


 

 

 


